
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

・介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成
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都への要望

介護予防・健康
づくり

○高齢者が自発的に
介護予防の取組を行
うためには、介護予防
に関する知識の普及
啓発による動機づけ
及び身近な地域にお
ける取組の場が必要
である。

○高齢者等に対する
自立支援・介護予防の
普及啓発

○認知症に関する講演会・研修
会の実施回数：年８回

○介護予防普及啓発事業の実
施
　　　　　　　(R3）　（R4）　(R5）
参加者数　3,890　3,900  3,910
（人）

○年度末に
おける認知
症講演会・研
修会の開催
実績を基に
評価する。

○介護予防
普及啓発事
業の参加者
数

○介護予防普及啓発事業の
参加者数：3,928人

〇認知症に関する講演会・研
修会の実施回数：年４回

○

○感染症予防をしつつ、
定員の拡大や体験コー
ナーなどの制限を緩めて
内容を充実させ、参加者
数の回復とともに目標参
加者数を達成した。
○コロナ禍の長い自粛
生活による体力、気力の
衰えが懸念されていた
が、民間フィットネスクラ
ブと連携し、身近な地域
での体力づくりのきっか
けや習慣化の機会を提
供できた。

〇認知症に関する正しい
知識や理解を促進する
講演会を年４回開催し、
認知症についての普及
啓発を推進することがで
きた。

○単発、短期の事業が多く、各事
業への参加後に参加者が介護予
防を継続できるかが課題。身近な
地域でできる活動の普及啓発に力
を入れていく。

〇〈課題〉
認知症を「自分事」として身近に感
じられるよう、内容や実施方法に
工夫を凝らす。

〇〈対応策〉
認知症の方の家族による講話や
高齢期の財産管理、成年後見制
度等、認知症に関する関心を高
め、日頃の生活に役立つ実践的な
テーマを選定して各圏域ごとに講
演会を実施した。一部の圏域で
は、民間企業と連携し、共催により
実施した。

○ ○ なし

通いの場への支
援

○地域を支える担い
手を創出するため、フ
レイル予防・介護予防
等の取組を住民主体
の通いの場で積極的
に展開し、人と人との
つながりを通じた幅広
い年代の区民が通い
の場に参加する取組
を推進する必要があ
る。

○住民主体の通いの
場の拡充

○区内での通いの場の開設
　　　　　　　　(R3）（R4）(R5）
開催団体数　32　34　36
（団体）

○通いの場
運営支援団
体数

○区内での通いの場の開設団
体数：32団体

○

○生活支援コーディー
ネーターが随時団体支
援を行うとともに、「かよ
い～の」代表者連絡会を
各圏域で開催した。団体
同士の意見交換のほ
か、高齢者あんしん相談
センターの見守り相談窓
口担当者や民生委員、
区民ボランティアである
フレイルサポーター等高
齢者支援に関わる方々
も参加し、交流や広報な
どを行うことができた。

○「かよい～の」代表者連絡会を
各圏域ごとに行うことにより異なる
ニーズを把握し対応することがで
きた。
○「かよい～の」の参加者アンケー
トを実施し、参加者の状況等を把
握した。
○「かよい～の」の立上げ支援や
運営支援、LINEを活用したオンラ
インプラットフォーム構築事業「加
寿多ねっと」を継続して実施してい
く。
〇フレイルチェックをきっかけとし
て、新規開設や広報を図るなど、
今後もフレイル予防事業とも連携
していく。

○ ○ なし
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通いの場への支
援

○身体障害や関節痛
があっても継続的に参
加することのできる運
動法の指導、定期的
な体力測定や効果測
定等について実施し、
要介護状態になっても
参加し続けることので
きる通いの場を地域に
展開する必要がある。

○リハビリテーション
専門職種との連携

○住民運営の通いの場へのリ
ハビリ専門職の派遣数：２箇所

○年度末に
おける、指標
に対する実
績（リハビリ
専門職派遣
数）の観点で
評価する。

○住民運営の通いの場へのリ
ハビリ専門職の派遣数：２箇所

○

〇新たな活動団体への
派遣を開始し、実績とし
ては前年度より2回多く
派遣を行うことができた。

○住民主体の介護予防活動の推
進に資する事業として、リハビリ専
門職の活用の効果等の積極的な
周知に努め、引き続き派遣先の増
を図る。

○ ○ なし

介護予防・健康
づくり

○口に関する些細な
衰えが軽視され、心身
機能の低下につなが
らないよう、歯科衛生
士による口腔ケアの指
導や口周辺の筋肉を
鍛える体操等を行うと
ともに、管理栄養士に
よる低栄養等の栄養
改善に関する講義等
を実施し、要介護状態
になることを予防する
必要がある。

○口腔機能向上や低
栄養防止に係る指導

○口腔機能向上教室の実施：
年６回

○転倒予防・口腔機能向上教
室参加者数：年130人

○口腔機能
向上教室の
実施回数

○転倒予防・
口腔機能向
上教室の参
加者数

○口腔機能向上教室の実施：
年10回
○転倒予防・口腔機能向上教
室参加者数：年109人

○

○口腔機能向上教室は
参加者が集まらないこと
が課題であったが、開催
回数を6回から10回に、
会場を2会場から10会場
に増やすことにより新規
参加者の増につながっ
た。

○感染症予防対策を講
じ、筋力・バランス能力
の向上に加え、栄養・口
腔機能の向上を目指す
講義を予定通り実施する
ことができた。

○リピーターが多く、参加者全体
の年齢が上がっているため、安全
面を考慮した事業実施のため内容
検討を行う。

○新規参加者獲得のため、前期高
齢者に向けた事業の検討やSNS
の活用など広報の工夫を行ってい
く。

○ ○ なし
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高齢者の社会参
加・就労支援

○元気高齢者が社会
参加や社会的役割を
持って活動するに当た
り、必要な知識やスキ
ルを身につける機会
が求められている。

○元気高齢者が区内
介護施設で簡易な作
業補助を行うに当たっ
ての基本的な知識を
習得できる「介護施設
就業体験セミナー」の
実施

○介護施設就業体験セミナー
の実施：年２回

○開催回数
を年度末に
把握するとと
もに、受講者
アンケート等
を確認して次
年度以降の
改善につな
げる。

○介護施設就業体験セミナー
の実施回数：２回（合計31人受
講）

○

○数値目標を達成した。

○受講者の多くが文京
区シルバー人材センター
の会員となり、受講後に
「介護施設お助け隊」とし
て介護施設における就
労につながっており、高
齢者自身の生きがいづく
りと、介護施設側の負担
軽減が一定程度実現で
きている。

○区内の介護施設の立地と、参加
者の居住地が一部マッチしない
ケースがあるため、参加者が比較
的少ないエリアにおいては、シル
バー人材センターと協力してポス
ティングを行うなどの対応を強化す
る。

○ ○ なし

要介護認定の適
正化

○区は保険者として、
調査項目の判断基準
の解説や特記事項の
記載に係る留意点等
の確認を目的とした認
定調査員研修を開催
し、全国一律の基準に
基づいた公正かつ的
確な調査の実施と認
定調査票の記載内容
の充実を図る必要が
ある。

○現任研修を実施。

○委託先認定調査票
を含め、全件内容確認
を実施。

○認定調査項目のばらつきの
ある項目について、業務分析
データを一部活用。
○現任研修を計３回実施。委託
先調査員の原則全員受講を必
須要件とする。
○委託先調査員の理解度の向
上に努め、認定調査票の記載
内容の充実を図る。

○現任研修
後に参加者
へのアン
ケート実施
○研修後に
認定調査票
の内容確認
時に成果が
出ているか
確認。
○業務分析
データを３
月・９月に確
認
○認定調査
票の内容確
認を全件実
施。
○研修実施
後アンケート
を実施し、理
解度を把握。

○現任研修を3回に分けて実
施

○3回ともZOOMにて開催

◎

○現任研修には全員参
加した

○限れらた時間での研
修のため、認定調査票
について間違えやすい
項目を中心に説明し好
評だった

○調査票の内容確認は
継続実施している

〇〈課題〉
更新申請の認定調査数は一定数
あるため、認定調査票の内容確認
にも時間がかかる。区調査と委託
調査の質の維持に向けて、職員や
委託先調査員の確保が必要であ
る

〇〈対応策〉
一定数の認定調査と内容確認の
質と量の確保に向けて、職員体制
や質の良い委託先調査先の確保
を検討する

○ ○

認定調査数が元に
戻っている中で、委
託調査員の確保が
厳しくなっている。委
託先が確保できない
認定調査を区で実施
するため、遅延が発
生し始めている。民
間会社が設立した事
務受託法人は単価
が高く、数千件規模
の委託には見合わな
い。自区でも自区の
認定調査員に対し、
認定調査を支援する
システムの導入によ
り効率化を図ると共
に、委託先調査員の
養成に注力してい
る。認定調査経費の
高騰に対し補助を希
望する。
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要介護認定の適
正化

○介護認定審査会に
おける適正な審査判
定を行うためには、主
治医意見書及び、認
定調査票の精度を高
めることが必要であ
る。

○12に分かれる部会
において、審査内容の
差が出ないような平準
化が必要である。

○主治医意見書につ
いての地区医師会で
の「研修会」における
周知

○審査会連絡会にお
ける「平準化」に向け
た研修的要素を入れ
た企画の実施

○地区医師会「主治医研修会」
への参加

○審査会連絡会：「認定の適正
化・平準化」をテーマとした企画
を盛り込む。

-

○地区医師会「主治医研修
会」に参加。
○審査会連絡会を開催し、リ
モート参加を含め、委員28名
の参加があった。

△

○主治医研修会は１医
師会のみ開催であった
が、主治医意見書作成
に当たっての注意点等を
周知した。

○連絡会は数年ぶりの
開催となり、認定審査に
係る意見交換が主となっ
た。

〇審査会連絡会で、事例検討はで
きなかったが、東京都の認定審査
会委員現任研修を全委員へ案内
し、23名が受講した。

○事務局では、令和５年度介護認
定審査会運営適正化研修会に参
加した。

○ ○ なし

介護人材の確
保・育成

○高齢者に対する適
切な介護や支援を継
続的に行って行くため
に、介護支援専門員
等の資質向上が必要
である。介護サービス
事業者の多くが介護
人材不足を感じている
のが現状である。

○文京区介護サービ
ス事業者連絡協議会
に居宅介護支援事業
者部会の設置及び研
修会・事例検討会の実
施

○介護支援専門員等の資質・
実務能力の向上

○研修後に
参加者への
アンケート実
施

○居宅介護支援事業者部会を
9回実施

○

○オンラインで実施し、
受講者の移動時間をなく
し、多忙の中でも参加で
きるよう工夫した。また、
研修を委託したことによ
り、多様な研修を開催す
ることができた。

○介護職員のニーズを考慮した研
修テーマでの開催が課題である。
研修テーマは、介護の現場で働く
職員の活動を支援するものとし、
研修参加者アンケートを参考にし、
社会情勢の変化に対応した内容に
していく。次年度も委託とし、他自
治体で評価の高かった講義も取り
込んでいく。

○ ○ なし

ケアプラン点検

○居宅介護支援事業
者が、利用者の状態
に応じた、より良いケ
アプランの作成ができ
るような支援を行うこと
が必要である。

○事業者に対し、利用
者にとっての自立支援
を促す内容のものとし
てケアプランが作成さ
れているか、等の視点
で点検を行い、ケアマ
ネジャーの質の向上を
図る。

○区、地域の主任ケアマネ
ジャー、事業者の三者で点検を
実施。
年12回（全体会1回を含む）

-
ケアプラン点検：9事業所

○

〇事前点検を効率的に
活用し、当日は時間短縮
に配慮した事業者への
点検事業を実施すること
ができた。

〇適切な助言指導を行える講師
（主任ケアマネジャー）確保が困難
であり課題である。

○ ○ なし
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住宅改修・福祉
用具

○区は保険者として、
介護保険サービスが
本来の趣旨に沿って
給付され、利用者が安
心して介護保険制度
を利用できる取組を推
進する必要がある。

○福祉用具購入・住宅
改修に係る利用者宅
訪問調査

○利用者宅へ訪問調査を行うこ
とで、利用者の状態像に会った
適正な利用につなげる。
年１５件

-
利用者宅訪問調査回数：年15
回

◎

○書面による審査にお
いて、利用者の状態像
から見て必要性が正しく
判断されているか、計画
どおりに工事等が行わ
れているかを確認してい
る。また、任意抽出した
利用者宅を訪問調査す
ることにより、適正に利
用されているかを確認す
る。個別のケースについ
て適切な利用を案内でき
た。

○社会状況の影響を受けるところ
があり、申請件数を推測すること
が難しい面がある。そんな中でも
回数にとらわれずに訪問を実施す
ることで、適正利用に結び付けるこ
とができると考えている。

○ ○ なし

指導監督

○全ての高齢者に対
し、適切な介護サービ
スが提供されるよう、
事業者に対し、法制度
等の正しい理解を促
すことが必要である。

○事業者に対し、法制
度の正しい理解を促
し、適切な介護サービ
スを確保するための集
団指導及び運営指導
又は監査の実施

○事業所運営指導及び監査：
　　　R３　30件
　　　R４　30件
　　　R５　30件

-
運営指導：31件
集団指導：1回

○

〇集団指導等（オンライ
ンを含む）を通じ、法令
遵守事項や業務継続計
画を通じた事業の安定
性や危機管理意識の向
上へも対応力を高めても
らうことで、法改正を見
据えたスムーズな業務
以降について助言指導
を実施することができ
た。

〇事業所数の増加や緊急性に伴
う指導事案の増加により、運営指
導体制の構築が課題である。

○ ○ なし

介護サービス事
業者支援

○高齢者が住み慣れ
た地域で有する能力
に応じ自立した生活を
営むことができるよう、
利用者が必要とする
サービスを介護事業
者が適切に提供して
いくことが大切である。

○利用者が安心して
介護保険制度を利用
できる取組を推進する
必要がある。

○苦情・通報情報の活
用

○区民や介護サービス事業者
等から寄せられる相談や苦情
及び通報情報のうち、不適切な
サービスが提供されていると考
えられる場合には、事業者への
事実確認、関係部署への情報
提供、連携体制の構築などを通
じて、介護サービス事業者への
助言、指導を実施する。

-
○介護保険相談窓口設置：専
門相談員３人

○

○利用者・事業者等から
苦情があった場合は、迅
速に被通報事業所等へ
の聞き取り、事実確認を
行い、対応について助言
した。また、事業者指導
担当、高齢者相談担当
及び高齢者あんしん相
談センター等と情報を共
有し、必要な場合は事業
者から報告書の提出を
受け、必要な助言・指導
を実施した。

○苦情対応について、利用者への
的確な対応ができていない小規模
事業者が多いという課題がある。
そのため、苦情内容及び対応につ
いて、介護サービス事業者連絡協
議会等を通じて事業者に事例を示
し、情報共有をすることで、苦情を
未然に防ぐための丁寧な説明や注
意すべき点について周知を行う。
また、来年度はカスタマーハラスメ
ント対策や困難事例への対応等の
研修を実施する予定である。

○ ○ なし

給
付
適
正
化
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区
分

テーマ（キー
ワード）

現状と課題
第８期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

目標の評価
方法

実施内容
自己
評価
結果

自己評価
内容

課題と対応策

自己
評価
結果
等の
共有

自己
評価
結果
等の
公表

都への要望

自己評価結果等の共有・公表等令和5年度（年度末実績）

縦覧点検・医療
情報との突合

○区は保険者として、
介護保険サービスが
本来の趣旨に沿って
給付され、利用者が安
心して介護保険制度
を利用できる取組を推
進する必要がある。

○縦覧点検・医療情報
との突合

縦覧点検・医療情報との突合す
ることで、適正な報酬請求を促
す。

-
○国保連に委託して実施し
た。

○

○実施することで不適切
な請求の点検ができた
り、医療と介護の重複請
求が排除できた。

- ○ ○ なし

介護給付費通知

○区は保険者として、
介護保険サービスが
本来の趣旨に沿って
給付され、利用者が安
心して介護保険制度
を利用できる取組を推
進する必要がある。

○給付費通知の送付

○給付費通知を送付すること
で、利用者自身が介護サービス
給付費や自己負担額を確認し、
不正請求の発見及び抑制につ
なげる。

-

○給付費通知を送付した（年２
回）。
令和５年１０月発送（令和5年5
月給付分）　7,477通
令和６年２月発送（令和5年10
月給付分） 　7,531通

◎ ○年２回送付した。 - ○ ○ なし

給
付
適
正
化
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